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特定任意高齢者講習の実施に関する規程の一部を改正する規程

特定任意高齢者講習の実施に関する規程（平成14年静岡県公安委員会規程第９号）の一部を次のように改

正する。

改正前 改正後

（趣旨）

第１条 この規程は、道路交通法（昭和35年法

律第105号。以下「法」という｡)第108条の２

第２項の規定による講習（運転免許に係る講

習等に関する規則（平成６年国家公安委員会

規則第４号）第１条に規定する基準に適合す

るものに限る｡)（以下「講習」という｡)の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。

（講習の委託）

第２条 （略）

（委託の条件）

第３条 講習の委託は、次に掲げる条件を付し

て行うものとする。

(1) 講習は、次条に規定する要件を満たす講

習指導員が行うこと。

(2) 講習は、静岡県公安委員会（以下「公安

委員会」という｡)が定めた講習の実施基準

及び公安委員会の指示に従い実施するこ

と。

(3) （略）

（講習指導員の要件）

第４条 講習指導員は、高齢者講習規程第４条

（趣旨）

第１条 この規程は、道路交通法（昭和35年法

律第105号。以下「法」という｡)第108条の２

第２項の規定による講習（運転免許に係る講

習等に関する規則（平成６年国家公安委員会

規則第４号。以下「講習規則」という｡)第１

条に規定する基準に適合するものに限る｡)

（以下「講習」という｡)の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。

（講習の委託等）

第２条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、必要があると認

めるときは、静岡県公安委員会（以下「公安

委員会」という｡)が講習を行うものとする。

（委託の条件）

第３条 講習の委託は、次に掲げる条件を付し

て行うものとする。

(1) 講習は、高齢者講習規程第５条第１項の

規定により高齢者講習指導員の承認を受け

た者（以下「講習指導員」という｡)が行う

こと。

(2) 講習は、公安委員会が定めた講習の実施

基準及び公安委員会の指示に従い実施する

こと。

(3) （略）

（公安委員会における講習の実施）

第４条 第２条第２項の規定により公安委員会



各号に掲げる高齢者講習指導員の要件を充足

する者とする。

（講習指導員の承認）

第４条の２ 公安委員会は、前条に規定する要

件を満たす者を講習指導員として承認するも

のとする。

（講習指導員の教養）

第５条 （略）

（講習の実施基準）

第６条 講習の実施基準は、次に掲げるとおり

とする。

(1) 講習の内容

講習は、静岡県警察本部長が別に定める

「特定任意高齢者講習の講習科目及び時間

割り等に関する細目」に準拠し、講習指導

案を作成して行うものとする。

(2)～(4) （略）

（講習指導案の報告）

第７条 （略）

（委託の解除）

第８条 （略）

（承認の取消し又は講習業務の停止）

第９条 公安委員会は、講習指導員が運転免許

の取消し若しくは運転免許の効力の停止の処

が講習を行うときは、高齢者講習規程第４条

各号に掲げる要件を満たす警察職員が行うも

のとする。

（講習指導員の教養）

第５条 （略）

（講習の実施基準）

第６条 講習の実施基準は、次に掲げるとおり

とする。

(1) 講習の内容

講習は、静岡県警察本部長（以下「本部

長」という｡)が別に定める「特定任意高齢

者講習の講習科目及び時間割り等に関する

細目」に準拠し、講習指導案を作成して行

うものとする。

(2)～(4) （略）

（特定任意高齢者講習終了証明書の交付）

第７条 公安委員会及び講習受託機関は、講習

を終了した者に対し、特定任意高齢者講習終

了証明書（講習規則別記様式第１号）を交付

するものとする。

（講習指導案の報告）

第８条 （略）

（委託の解除等）

第９条 （略）

２ 公安委員会は、講習指導員が運転免許の取

消し若しくは運転免許の効力の停止の処分を

受けたとき、又は講習指導員として不適格と

認められる行為をしたときは、必要な期間そ

の者の講習業務を停止するものとする。



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規程は、令和６年１月15日から施行する。

分を受けたとき、又は講習指導員として不適

格と認められる行為をしたときは、講習指導

員の承認を取り消し、又は必要な期間その者

の講習業務を停止するものとする。

（講習実施計画の報告）

第10条 （略）

（委任）

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、

静岡県警察本部長が定める。

（講習実施計画の報告）

第10条 （略）

（委任）

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、

本部長が定める。


